
１．総括

(1)  人件費の状況 （普通会計決算）

（注）1 人件費には、特別職に支給される給料等を含みます。
2 住民基本台帳人口は、平成31年1月1日現在のものです。

(2)  職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）1 職員手当には退職手当を含みません。
2 職員数は、平成30年4月1日現在の人数です。
3 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には当該職員を

含んでいません。

(3)  ラスパイレス指数の状況

（注）1 ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、
学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

2 （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数です。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域
における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。
（補正前のラスパイレス指数×（1＋さいたま市の地域手当支給率）／（1＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

※ 平成31年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇している場合、
　　③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込みについて

さいたま市の給与・定員管理等について

区 分  住民基本台帳人口
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人

　さいたま市のラスパイレス指数については、100を超えており、他団体の平均値よりも高い値となっておりますが、これ
は、職員構成の相違や高齢層職員の給料月額が影響しているものと考えています。
　この現状を踏まえ、平成28年度から平成30年度にかけて、さいたま市人事委員会勧告に基づき、給料表水準の引下
げと世代間の給与配分の適正化を図る「給与制度の総合的見直し」を実施しました。今後は、見直しの効果を分析・検
証し、引き続き、人事委員会勧告に基づく適正な給与水準の確保に取り組んでまいります。
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(4)  給与改定の状況
①月例給

（参考）

％

（注） 「民間給与」、「職員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額です。

②特別給（期末・勤勉手当）
（参考）

（注）

(5)  給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の
　　　　 見直し等に取り組むとされています。

①給料表の見直し

［　実施　］

　実施内容（平均引下げ率、実施時期、経過措置の有無等具体的な内容）

（給料表の改定実施時期）　平成28年4月1日

（内容）
　行政職給料表について、平成27年のさいたま市人事委員会勧告に基づき、平均2.6％の引下げ。初任給に係る1級
については、人材確保の観点から据置き。また、2級以上の級については、職務・職責、高齢層職員の在職状況等を
考慮して、最大で4.4％の引下げ。
　その他の給料表については、行政職給料表との均衡等を踏まえて、見直しを実施（医療職給料表（1）については、
医師の処遇を確保する観点から、据置き）。なお、激変緩和のため、2年間（平成30年3月31日まで）の経過措置（現給
保障）を実施。

②地域手当の見直し

　実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）　国基準15％に対し、さいたま市においても15％を支給。

（実施時期）　平成28年4月1日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成29年4月1日時点は14％、給与
　　　　改定後は平成29年4月に遡及し14.26％、平成30年4月1日から15％を支給。

③その他の見直し内容

　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国に準じて見直しを実施。（平成28年4月1日実施）
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(1)  職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成31年4月1日現在）

（注）1

2

3

（注）1 「平均給料月額」とは、平成31年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
2

3 埼玉県、政令指定都市の各平均は、小・中学校（幼稚園）教育職として計算したものです。

Ａ／Ｂ

技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、さいたま市では正規職員のみの状況であるのに対し、民間はアルバイト
等非正規職員を含んだ状況であり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

なお、廃棄物処理業従業員及び用務員については、全国平均データを使用し、調理士については、埼玉県内平均データを
使用しています。
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(2)  職員の初任給の状況（平成31年4月1日現在）

(3)  職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年4月1日現在）

(1)  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成31年4月1日現在）

（注）１ 標準的な職務名は、それぞれの級に該当する一般的な職務の名称を例示しています。
２ （　　　）は、女性職員の内数です。
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％
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３．一般行政職の級別職員数等の状況
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(2)  国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（平成31年4月1日現在）

(3)  昇給への人事評価の活用状況（さいたま市）

特定管理職員

○ ○

平成31年4月2日から令和２年4月1日
までにおける運用

○

○　上位、標準、下位の区分

○

　標準の区分のみ（一律）

昇給実績がある区分

　イ　人事評価を活用している

　上位、標準の区分 ○

活用予定時期

一般職員

　標準、下位の区分

　ロ　人事評価を活用していない

昇給可能な区分活用している昇給区分 昇給実績がある区分 昇給可能な区分



４．職員の手当の状況

　　 1,604 千円 　　 1,749 千円

○勤勉手当への人事評価の活用状況（さいたま市：一般行政職）

月分 月分
月分 月分
月分 月分
月分 月分

（注） 1人当たり平均支給額は、平成30年度に退職した職員に支給された平均額です。

％ 人 ％
％ 人 ％
％ 人 ％

（注） 教職員の給与に関する条例適用者には、高等学校及び幼稚園の教育職、並びに学校栄養職（一部）を除きます。

　標準、下位の成績率

　イ　人事評価を活用している

支給率

千円

勤続35年

○ ○

　上位、標準、下位の成績率

令和元年度中における運用

(1)  期末手当・勤勉手当

　標準の成績率のみ（一律）

○

本市と同じ

　(加算措置の状況)

本市と同じ

さいたま市

○ ○

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

2.60月分

16

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算）

支給対象職員数

さいたま市

・管理職加算　10～25％　

期末手当

活用予定時期

支給実績がある成績率 支給可能な成績率 支給実績がある成績率

・管理職加算　15～25％　

47.709

1.85月分

　(加算措置の状況)

勤続20年

上記の適用者以外 15 9,134 15

特定管理職員 一般職員

15

　ロ　人事評価を活用していない

職制上の段階、職務の級等による加算措置

国の制度（支給率）
117

支給対象

　上位、標準の成績率 ○

(3)  地域手当（平成31年4月1日現在）

28.0395

国
自己都合

　1人当たり平均支給額（平成30年度）

活用している成績率

　(加算措置の状況)

その他の加算措置
定年前早期退職特例措置
（2～20%加算）

その他の加算措置

8,353,195

15教職員の給与に関する条例適用者※

支給率

・役職加算　5～20％　

勤続35年

22,413

最高限度額

勤勉手当

533,819

千円

本市と同じ

19.6695

支給実績（平成30年度決算）

勤勉手当

　1人当たり平均支給額（平成30年度）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　（平成30年度支給割合)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

勤勉手当

33.27075
39.7575 47.709

最高限度額

・役職加算　5～20％　・役職加算　5～20％　

24.586875 勤続20年
応募認定・定年勧奨・定年 支給率自己都合

1人当たり
平均支給額

定年前早期退職特例措置
（2～45%加算）

(2)  退職手当（平成31年4月1日現在）

勤続25年勤続25年

国

期末手当
　（平成30年度支給割合)

埼玉県

(1.45)月分 (0.9)月分

　（平成30年度支給割合)

―

期末手当

医療職給料表(1)適用者(医師) 16
4,735

47.709

支給可能な成績率

円

千円2,670



千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

主な支給対象職員 主な支給対象業務

指定管理職員とそれ以外の
庁外従事職員

福祉事務所のケース
ワーカー、保健センター
の職員等

土地取得、換地及び借地並びにこれらに伴う補償
の交渉業務

28

51.0

災害発生時におけるその対策業務

手当の種類（手当数）

日額350円

167,285

75,279

1,059,760

１件1,800円等

日額390円

165,128

1,208

道路維持課の職員

医師

病院に勤務する医師等 勤務１回1,620円等

正規の勤務時間が深夜
に割り振られている職員

一般

日額8,000円等千円334,982
非常災害時等の緊急業務、
修学旅行等における指導業務

教育職員教員特殊業務手当

一般

％

支給実績
（平成30年度決算）

千円

152,703

清掃作業又は土木作業の指導業務

廃棄物処理施設、下水及びし尿処理施設の業務

3

行旅死病人の救護又は収容の業務

日額400円

庁外における市税等の調査、検査、徴収又は滞納
処分に関する業務

区分

行旅病人及び行旅死亡人取扱
業務手当

千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算）

正規の勤務時間が深夜に割り振られている看護業
務

産婦人科の医師

連絡調整及び指導助言等の職務
（教育職員が主任等の職務に従事した場合）

教育職員

勤務１回1,000円

社会福祉に関する指導監督又は現業の業務、精
神保健及び精神障害者の福祉に関する業務

日額310円

175

34

千円

特殊車両等の運転等の業務

日額300円

日額550円等

１件250円

日額600円等

食肉中央卸売市場又は
と畜場の職員

道路又は水路の工事業務

39,930

0

手当の名称 支給単価

2,047

死体取扱業務手当

支給実績（平成30年度決算）

220

千円

千円49,740

り災救助業務手当

卸売市場及びと畜場業務手当 日額250円

日額320円等

日額400円

福祉事務所のケース
ワーカー等

り災救助業務

ごみ、汚泥又はし尿の収集業務等

死体を取り扱う業務

救急業務手当

整備管理者

一般

診療放射線技師及びこ
れを補助する職員

特殊車両等運転業務手当

獣医師

一般

保健科学課及び
生活科学課の職員

日額200円等

千円

千円

円

税務等業務手当

土木等業務手当

全職種

日額210円

正規の勤務時間が深夜に割り振られている職員の
深夜における勤務

千円

防疫等業務手当

日額200円

141,758

822

3,016

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度）

災害対策業務手当

日額400円

勤務１回3,600円等

犬、猫等の死がいの取扱業務

獣畜の生体検査、解体前検査又は解体後検査の
業務

火災出場業務等

１件10,000円等

日額4,000円等

ガス、粉じんその他の有毒物、高熱、騒音等が発
散する場所において行う環境の調査又は指導の
業務

病院で行うリスクの高い分べんに係る業務等

日額150円

日額200円

1,146 千円

千円

自動車整備業務

感染症の患者等の救護業務、感染症等の病原体
に汚染された物件等の処理業務、
伝染性疾病等の病原体を保有する獣畜等に対す
る防疫業務、
人体に有害な薬品を使用する薬剤散布及び特殊
な農薬を使用する農作物病害虫防除業務

葬祭業務、葬祭用具等の提供若しくは撤去又は
出棺等の業務

作業指導業務手当

清掃業務手当

感染症等の病原体に汚染された検体等の試験、
検査等の業務

病院において正規の勤務時間外に緊急の呼出し
に応じて行う診療業務

教育業務連絡指導手当

狂犬病の病性鑑定検査の業務等

犬の捕獲等の業務

千円

日額500円

自動車整備業務手当

(4)  特殊勤務手当（平成31年4月1日現在）

日額150円

日額400円等

１回1,000円

日額1,000円

一般

消防職員

保健科学課等右記の業
務に従事した職員

特殊現場業務手当

分べん業務手当

１件600円

用地交渉等業務手当

福祉保健業務手当

１体2,000円

斎場の職員

33,355

4,767

3

病理解剖補助業務手当

医療業務手当

千円

132

班編成の作業で指導業務
に従事する職員

日額300円

日額300円等

千円

助産師・看護師・准看護
師

日額460円

１件2,000円

試験、検査等業務手当

福祉課のケースワー
カー等

福祉課の職員

環境科学課等右記の業
務に従事した職員

獣医師

千円

有機溶剤を使用した試験、検査等の業務

放射線装置を使用して行う撮影、透視等の業務

千円

一般

右記の施設の職員

一般

病理解剖の補助業務

千円

千円

千円329

781

801

１回280円等

直接患者に接することを常
例とする職員

臨床検査技師

千円

夜間看護業務手当

病院等業務手当

葬祭業務手当

変則勤務手当

病院等で行う医療業務

6,492

消防業務手当

食肉中央卸売市場又はと畜場の業務 896

3,087

26,343

高所や深所等の特殊な現場で行う業務

動物取扱業務手当

病院等の業務



（注） 職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（各年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数
（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

(6)  その他の手当（平成31年4月1日現在）

930,067円

5,013,778

国の制度
との異同

同じ

1,112,360千円

335,369千円

異なる 支給額

補充困難な医療職給料表(１)適
用者（医師）に支給：49,100～
308,600円

支給額

320,171千円

52,831円

456,000円

初任給調整手当

同じ

管理職員
特別勤務手当

公署を異にする異動に伴い住居
を移転し、やむを得ない事情によ
り同居していた配偶者等と別居
し、単身で生活する職員に支給：
配偶者等の住居から新たな勤務
先までの距離が60km以上の場合
30,000円（移転後の住居から配
偶者等の住居までの距離に応じ
て、8,000～70,000円を加算）

異なる

同じ

夜間勤務手当

49,497千円

同じ

単身赴任手当

687千円

4,560千円

臨時又は緊急の必要により、週
休日、休日等又は平日深夜に勤
務した指定管理職員に支給：
4,000～18,000円

12,613千円異なる

同じ

異なる

宿直勤務又は日直勤務を命ぜら
れた職員に支給：6,000～40,000
円

正規の勤務時間として、午後10
時から翌日の午前5時までの間に
勤務した職員に支給：勤務1時間
につき勤務1時間当たりの給与額
の25/100

毎年11月から3月までの各月の
初日において、寒冷地（福島県
南会津郡南会津町）に勤務する
職員に支給
　世帯主（ 扶養有）：17,800円
　世帯主（ 扶養無）：10,200円
　その他：7,360円

寒冷地手当

29,539円

126,268円

283,306円

(5)  時間外勤務手当等

支給実績（平成30年度決算）

213,741円

169,832千円

3,048,807円

支給額

義務教育等
教員特別手当

義務教育諸学校等に勤務する教
職員に支給：2,000円～8,000円

千円

千円

53,711円

千円

支給実績（平成29年度決算）

支給職員1人当たり
平均支給年額

（平成30年度決算額）
国の制度と異なる内容

支給実績
（平成30年度決算額）

交通機関等利用：6か月定期券
の利用など、最も経済的かつ合
理的である運賃等の額
交通用具使用：用具使用距離に
応じ、2,000円～31,600円
※支給限度月額　55,000円

扶養手当

管理又は監督の地位にある職員
に支給：65,000～152,000円

支給額

100,850円

管理職手当

千円

76,374円

借家・借間：家賃に応じて27,000
円を限度に支給

同じ

592

宿日直手当

手 当 名

1,092,915千円

同じ

内容及び支給単価

配偶者： 6,500円
子　　　：10,000円
父母等： 6,500円

満16歳の年度初めから満22歳の
年度末までの子１人に対する加
算：5,000円

通勤手当

住居手当

職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 571

5,184,658

1,145,405千円

職員1人当たり平均支給年額（平成29年度決算）

1,138,597千円



５．特別職の給与等の状況（平成31年4月1日現在）

（注） 加算率のうち、①は給料及び地域手当に加算する率であり、②は給料又は議員報酬に加算する率です。

（注） 「１期の手当額」は、１期（４年＝４８月（教育長は３年＝３６月））勤めた場合の退職手当額です。

１期の手当額

1,285,000円

1.575
月分

1.725
月分

3.30
月分

1.675
月分

1.675
月分

3.35
月分

計

1,669,000円
市長

教育長

常勤の監査委員

水道事業管理者

副市長

水道事業管理者

副議長

常勤の監査委員

副市長

(1)  給料（議員報酬）・期末手当

給料・議員報酬

さいたま市
(参考） 政令指定都市における
上段：最高額／下段：最低額

　　　　給料月額×０．２１×在職月数

873,000円

(2)  退職手当

区 分

市長

算定方式

議員

－

703,000円

500,000円

792,000円

支給時期

②45%

15,063,840円

792,000円 －

807,000円

任期毎

議長

　　　　給料月額×０．１７×在職月数

　　　　給料月額×０．５０×在職月数

　　　　給料月額×０．３３×在職月数

977,000円

６月

任期毎

1,210,000円

951,000円

797,000円

608,000円

29,040,000円

期末手当

1,179,000円

任期毎

953,000円
648,000円

779,000円
1,061,000円

区 分

①20%
及び
②25%

任期毎

8,033,760円

4,961,280円

加算率※１２月

－

任期毎

教育長 　　　　給料月額×０．２１×在職月数 5,987,520円



６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

人

人）

人

人）

人

5,233 (2,218)

(100)

1,326

(5,698)

(837)

63 (13)

704 (100) 707 (102)

1,321

7 (2)

64 (12) 63 (12)

7 (1)

1,983 (1,291)

906 (343) 927 (348)

(1,259)1,944

34 (6) 34 (7)

5,834 (3,234)

59 (12)

5,150 (2,160)

病院

下水道

小　計

農林

一
般
行
政
部
門

消防部門

商工

土木

民生

税務

(344)

319 (97) 321 (99)

1,113 (330) 1,128

（各年４月１日現在）

2

39

21

6,135 (3,431)

83

(47) (49)

12,305 (5,441) 12,694

1,662 (822) 1,673

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門 その他

[ 15,493］

369 (50)水道

(93)

905 (664)

国保会計から一般会計への会計区分計上変更による
減、国民健康保険業務の増

＜参考＞

-6

400

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　(  　 )内は、女性職員の内数です。

[ 15,659］ [ 428］ 人口10,000人当たり職員数　　　　　　　　　　

合　　計 (6,263) 14,367 (6,535)13,967

144 (15)

244

　　　３　[     ]内は、条例定数の合計です。

　　　　　　　　区　　分

　部　　門 平成31年平成30年

職員数

普
通
会
計
部
門

教育部門

計

小　計

議会

労働

総務

衛生

16

-1

371 (52)

138 (18)

243

921 (667)

主な増減理由

3

110.3

11

5

2

97.5

107.4

対前年
増減数

0

4

389

301

0

-1

15

消防業務の増

（類似団体の人口10,000人当たり職員数

診療業務の増

＜参考＞

人口10,000人当たり職員数　　　　　　　　　　

庁舎等保全業務の増、水道営業業務の委託化による
減

下水処理センターの包括的民間委託化による減

＜参考＞

人口10,000人当たり職員数　　　　　　　　　　

（類似団体の人口10,000人当たり職員数

小・中学校教職員の増、大宮国際中等教育学校開校
に伴う増、大宮西高等学校学年縮小に伴う減

40.2

45.0

国際芸術祭開催準備業務の増、オリンピック・パラリン
ピック業務の増

国保会計からの会計区分計上変更による増

児童福祉司の増、一時保護所業務の増、生活保護現
業員の増

精神保健福祉センター業務の増、精神保健業務の増

被災地派遣終了による減

プレミアム付商品券業務の増

広域道路推進業務の増



（2)年齢別職員構成の状況（３１年４月１日現在）

　

(  　 )内は、女性職員の内数です。

(3)職員数の推移

( )

( )

( )

( )

( )

( )

（注）　職員数は、各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

1,6531,904

5,017 5,150

35歳 39歳

～

人

区　分 計

23歳 27歳

6,135

1,717 1,407

31歳

人 人

1,353

43歳 47歳 51歳

7,554 68.0%

13.1%

59.1%

1,412

1,321

5,038

13,766

２９年

5,2335,019

9,094総合計

5,004

1,479

普通会計計

公営企業等会計計

7,577

1,479

1,278

52歳

２６年

9,033

２８年

1,283

9,056

1,281

7,581

1,513

２７年

人 人

未満

～ ～ ～

人人 人

32歳 36歳 40歳

～ ～

20歳 20歳 24歳 56歳28歳

　　　　　　　年　　度

　部 門 別

教　育

消　防

一般行政

過去5年間
の増減数（率）

人 人

59歳 以上

60歳44歳 48歳

1,576

5,140

5,834

12,305

1,326

12,694

5,850

1941,673

12,190

人

～ ～ ～ ～

人 人

55歳

(453) (117)

14,367

(6,535)

13,967 14,367

1,089 1,167

1,662

306

1,274 4.2%

229

4,857

54

（単位：人・％）

4.6%

380.0%

３０年 ３１年

職員数

(5) (447) (942)

16

5,334

(681)

1,3021,272

1,284

746

(847) (762) (659) (636)

1,597

(553) (433)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成比

%



７　公営企業職員の状況
 水道事業

① 職員給与費の状況
ア　決算

総費用に占める

職員給与費比率

　　　　　　Ｂ／Ａ

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費645,878千円を含まない。

区分 職員数

Ａ

30年度 人

369

（注）　１　職員手当には退職給与金を含まない。

   　   ２　職員数は、平成31年3月31日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成31年4月1日現在）

歳 円 円

45.3 歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（30年度） １人当たり平均支給額（30年度）

千円　 千円　

（30年度支給割合） （30年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当期末手当 勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当期末手当 勤勉手当

2.60 月分 1.85 月分 2.60 月分 1.85 月分

（1.45） 月分 （0.90） 月分 （1.45） 月分 （0.90） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ  退職手当（平成31年4月1日現在）

月分 月分 月分 月分
月分 月分 月分 月分
月分 月分 月分 月分
月分 月分 月分 月分

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成30年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ  地域手当（平成31年4月1日現在）

％ 人 ％

勤続35年 39.7575 47.709 勤続35年 39.7575 47.709
勤続25年 勤続25年
勤続20年 19.6695 24.586875 勤続20年 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費 （参考）

千円　 ％　　　　

563,688

さいたま市水道局 一般行政職

1,382,431 464,899 476,385 2,323,715 6,297 6,775

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費 一人当たり給与費

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 559,329 円

支給実績（平成30年度決算） 241,071 千円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）
さいたま市 15 431 15

1人当たり
平均支給額

1人当たり
平均支給額

19,572 千円 2,670 千円 22,413 千円

最高限度 47.709 47.709 最高限度 47.709 47.709

その他の加算措置
定年前早期退職特例措置（2～20%加
算）

その他の加算措置
定年前早期退職特例措置（2～20%加
算）

さいたま市水道局 一般行政職

支給率 自己都合 勧奨・定年 支給率

団 体 平 均 368,076

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

さ い た ま 市 水 道 局 40.8 373,594 565,314

1,549 1,604

自己都合 勧奨・定年

（参考）指定都市平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ Ｂ／Ａ　　 一人当たり給与費

30年度 千円　 千円　 ％　

25,567,671 5,302,978 2,557,292 10.00 10.65

質収支 29年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 める職員給与費比率



エ  特殊勤務手当（平成31年4月1日現在）

千円

千円

千円

千円

オ  時間外勤務手当

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。
　　　２　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（各年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　 （管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ  その他の手当（平成31年4月1日現在）

限度額 同じ

自ら所有する住宅 廃止 同じ

支給実績（平成30年度決算） 35,735 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 217,899 円

さいたま市水道局 一般行政職との異同
配偶者 13,500円 同じ

日額300円

上水道作業手当 埋設水道管の補修等の現場作業業務 27 日額250円

支給実績（平成30年度決算） 103,647 千円

職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 266 千円

日額1,000円

危険手当
配水管理事務所 高圧電気、次亜塩素等有害薬剤を取り

扱う業務
513 千円 日額150円

配水課

有害薬剤取扱業務手当 水質管理課
労働安全衛生法施行例別表第３・第６
の２に規定する物質の取り扱い業務

359 千円 日額150円

清掃業務手当 配水管理事務所 次亜貯蔵タンク、配水池の清掃業務 937

滞納金徴収業務手当 営業所
庁外における水道料金等の困難な滞納
金徴収業務

0 千円 日額250円

用地交渉等業務手当 従事した職員 土地取得等の交渉業務 0

支給単価

災害対策業務手当
指定管理職員とそ
れ以外の庁外従
事職員

災害発生時におけるその対策業務 24 千円 日額1,000円

日額310円

給水停止業務手当 営業所
使用料等の滞納処分として行う給水停
止の業務

0 千円 1件300円

借家・借間 27,000円

配偶者を有しない者の扶養親族1人目 12,000円 同じ

配偶者以外の扶養親族
1人につき

6,500円
同じ

満16歳の年度初めから満22歳の
年度末までの子1人に対する加算

5,000円 同じ

（イ）　住居手当

支給実績（平成30年度決算） 31,750 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 302,379 円

さいたま市水道局 一般行政職との異同

支給実績（平成29年度決算） 89,630 千円

職員1人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 232 千円

（ア）　扶養手当

従事した職員

工務課

特殊車両等運転業務手当 特殊車両等の運転等の業務 21

手当の種類（手当数） 9
手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 21.57 ％

支給実績（平成30年度決算） 1,882 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 20,231 円



特別勤務手当

（ウ）　通勤手当

支給実績（平成30年度決算） 39,296 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 98,982 円

支給職員1人当たり平均支給年額 24,840 円

管理職員

管理職手当
管理又は監督の地位に
ある職員に支給

支給実績 39,336 千円

支給職員1人当たり平均支給年額 936,571 円

臨時又は緊急の必要に
より、週休日又は休日等
に勤務した指定管理職
員に支給

同じ※１月当たりの支給限度額 55,000円

（エ）　その他
手当名 手当内容 支給実績（平成30年度決算）

支給実績 621 千円

さいたま市水道局 一般行政職との異同

 交通機関等利用
6か月定期など、最も経済的
かつ合理的である支給単位
期間の額

同じ

 交通用具使用
用具使用距離に応じ、

同じ
2,000円～31,600円


